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1 土地区画整理事業の 要

（ ）土地区画整理事業

土地区画整理事業は、土地区画整理法（ 2 年法 11 ）に基づき、公共施設の整備改善及

び宅地の利用増進を図るために、土地の区画 の変 及び公共施設の新設 は変 を行う事業で

あり、健全な市街地の造成を図ることにより、公共の の増進に することを目的としている。

都市計画を 現する手法として、道路、公 等の公共施設の新設 は改善と、宅地の造成などの利

用増進を せて 施できるため、総合的な 整備に り ことができるという、 の都市計画事

業とは なる利点がある。 

東京都にお る土地区画整理事業は、東京都区部で 1 2 が は施行中であり、この

は東京都区部市街化区域 全体の 2 に する。

（ ）土地区画整理事業の れ

事業計画及び施行規

東京都が土地区画整理法 条 ４ の規定により、土地区画整理事業を施行する場合は、土

地区画整理事業に関する都市計画の 定を行う。

また、事業 施に 立ち、事業計画を 定し、条 で施行規 を定める。事業計画では、施行

地区、設計の 要、施行 間、及び 計画を定めるが、その 、公 の に供し、利害関

者が意見 を 出できる 会を設 ることとされている。意見 に関する手 が わった 、設

計の 要について 土交通大 の 可を 、 定する。施行規 では、事業の 、施行地区、

土地区画整理 会、その 必要事 を定めており、 会の により 定する。

土地区画整理 会及び 価

 土地区画整理事業は、区域内の土地の権利に る事 が く、権利者の意向を事業に させ

るため、土地区画整理 会を設置することが定められている。 

 この 会は、土地 有者、 地権者及び 経 者の により 成され、換地計画、 換

地の指定、 価 に関する事 について する。このうち、特 な換地を定める場合や

価 の 等に たっては、土地区画整理 会の 意が必要とされている。 

 また、施行者は、換地計画にお る土地 価、 、 価 、権利価 等について、

事が した 価 の意見を かな れ ならないとされている。 

換地設計

 施行 の宅地に代わる き換地の 置、地 及び 状は、換地設計を行い定める。換地設計案

の 成に たっては、土地区画整理 会に り関 権利者に発 し、関 権利者から意見 が

出された場合は、 会の意見を いた上で を 定し、換地設計に必要な 正を行うこと

により、地区全体の換地設計を 定する。 
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エ 換地の指定

換地の指定は、換地 分を行う に、土地の区画 の変 や公共施設の新設・変 に る

事のために必要がある場合、 は換地計画に基づき換地 分を行うため必要がある場合に、施

行 の宅地に代わって に 用 することのできる土地を指定する 分であり、関 権利者に

し、 換地の 置、地 、 換地の指定の 力発生の を通 して行う。 

建物等の 及び

 建物等の は、 換地の 置、 状、建物の規 等から、 法、 などを検討し、

合理的な 計画をたて 施する。 は、関 権利者が自ら行うのが一 的であるが、施行者

が建物等を する場合もある。施行者は関 権利者に し、 に要する費用やそれに って

通 生じる 等について をする。 

事施

事業計画に基づき、道路、公 等の公共施設の整備及び宅地の造成 事などを行う。 

また、道路整備に合わせ、 道管、下 道管、 管、 線共 （ ）などの地下 設

物や 等の路上施設を設置する。公 定地については、 管理者に き いだ 、管理者

が設備、 等の 事を行う。

換地計画

換地計画に る区域の 事が ね した 点で、 換地設計、 換地 、 権

利 、 保留地その 特 の定めをする土地の 等からなる換地計画を定める。 

換地計画を定める ににはは、、 成した換地計画案を土地区画整理 会に り、公 の に供

するが、その 、利害関 者から意見 が 出された場合は、土地区画整理 会の意見を い

た 、 された意見については換地計画に必要な 正を行う。 な 正を除く 正部分につ

いては、再度公 の に供する必要がある。

換地 分及び

 換地 分は、換地計画において定められた関 事 （換地の 置、地 、 等）を関 権

利者に通 して行う。関 権利者 の通 が した 点で換地 分があった の公 を行い、

公 があった の から、施行 の宅地にあった 権利は換地計画に定められた土地に 行す

る。施行者は、施行 の土地・建物の を により行う。

  及び 価

施行 の宅地及び換地 間に不 が生じた場合は、これを 正するため、 の ・

交 を行う。 

また、施行 の宅地の総価 が施行 の宅地の総価 より した場合は、 に する

を 価 として、施行 の宅地の権利価 に じて権利者に交 する。 
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施行 の権利関 、 等について 、意見 を 理した
に 定する。

換地計画で定められた内 を通 し、換地 分の公 を行う。

換地計画にもとづき土地・建物の を行う。

の

まちづくり 案を基 に 成した事業計画案を し、意見 の
査を経て 定。一 では条 として施行規 を 定する。

換地計画で定められた の ・交 を行う。

地

事

地

行 と住民の し合いの成果を 案としてまとめる。

都

話
まちづくりにお る やまちづくりの 法について行 と住民が

し合う。

地

地 区

事業計画 定以 に、 がなされていない 地権等の を
る。

地 分

建物等の 、道路等の築造及び整地 事等を行う。

換地設計の内 を発 、意見 を 理し 定する。

の宅地に換えて、新たに 用 できる土地を指定する。

事

建 築 行 為 等 の 制 限

土地評価に関する諮問機関で学識経験者を選任する。

事業計画 定以 は建築行 等について制限する。

土地 有者・ 地権者から で れた と、 事が する
経 者 で 成し、換地計画、 換地指定等に関する事 に

ついて 意や意見等を行う。

評 価 員 の 選 任
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市街地再開発事業の 要

（ ）市街地再開発事業

市街地再開発事業は、都市再開発法に基づいて行われる土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市 能の 新を図る事業である。（都市再開発法 条）

体的には、木造建築物が密集し、不燃化 が く、生活 が 化した市街地において、

分化された宅地を 合し、不燃化した中高 共 建築物を建築するとともに、公 、 地、

広場、道路などの公共施設を一体的、総合的に整備する事業である。

市街地再開発事業の手法には、 一 市街地再開発事業と 市街地再開発事業の

がある。

一 市街地再開発事業は、 、市街地再開発 合、再開発会社、 、公社、地 公共

体等が施行者となることができ、民間施行の再開発事業は、す てこの 一 事業により施

行されている。

これに し、 市街地再開発事業は、 年の都市再開発法改正により 設されたも

ので、 、 合以外の施行者に限り施行者となることができる。

一 市街地再開発事業（権利変換 ）

一 市街地再開発事業（以下「 一 事業」という。）は、事業区域内において有する

の権利を、再開発ビルに変換すること 権利変換 を とし、 との変換は、権

利変換計画において定められた権利変換 に一 に変換する手法である。再開発ビル内に

権利変換を しない権利者は、適正な のもと、地区外に 出することができる。 

権利変換 の 有 は、再開発ビルの 有を目的とした地上権設定 の となる。 

 また、特 と れる地上権 設定 （ 地を区分 有者全 で共有する 法）による

建物区分 有 もとることができる。 権などの の土地・建物に関する権利は、権

利者が権利変換計画によって した再開発ビルの床と 地 分の上に 行される。 

市街地再開発事業（管理 分 ）

市街地再開発事業（以下「 事業」という。）は、公共 のある大規 再開発

事業を に 施するため 設されたものである。 一 事業と 本的に なることは、用

地 と れる管理 分計画に基づく により 居する手法である。 

事業計画 定 の の り いは、権利者が自ら （ 居） した場合、再開

発ビルに権利を 行される。再開発ビルに 居を しないものの権利は、地区外 の 出

いとなり、土地・建物等は を ることになる。 

管理 分計画 の権利の は、 一 事業にお る地上権 設定 の特 と じ と

なる。 
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事業を都計法との適用関 で見ると、 一 事業とは なり、都計法のうち都市計

画事業の 可関 （都計法 条 条）のみが適用除外となり、建築行 の制限、土地建

物等の い、土地の 、土地の 用等の規定は全て適用される。 

特に土地 用法の 事業となったことで、 に関わる 特 措置法の適用が

確になり、再開発事業の 進に大きく することになった。 

【権利変換の方式】 地          【管理処分の方式】

（ ）事業の特

 

 道路、公 などの公共施設や建築物及び建築 地を一体的に整備できるため、既成市街

地の える に して に できる。

 分化した宅地を 合して共有の土地とし、その上に共 建築物（以下「再開発ビル」

という。）を建築することにより、土地の立体的有 利用が図れ、生活 の改善と良好

な住宅の供 が可能となる。

 地権者にとって、整備 の土地や建物に関する権利を再開発ビルの床（権利床）に置き

換えるか、地区外 出するかの が可能となる。

エ 道路等公共施設の計画区域内の地権者も、 出することなく再開発ビル の 居が

可能となる。

 床（保留床）や特定施設建築物 地を分 または し、その代 を事業費に充

することができる。

 再開発ビルの建築や道路整備による地区内の不燃化が進み、都市の 災 造化が図れる。

 公共施設や建築物等の計画的な整備により、都市 能の再 成が可能となる。

Ａ
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 土地や建物を 有していた 権利者でも、事業施行 は土地や建物の 有が

できない。

 地権者や住民の合意 成に 間がかかる。

 事業 の りにくいところでは、事業の成立が しい。

（ ）特定建築者制度

権利者の権利の確 な保全を図るという 点から、施設建築物の建築は、施行者自らが

その において行うことが となっている。 

特定建築者制度は、 年の都市再開発法改正により、施行者が自ら建築しな れ なら

ないとされている施設建築物のうち、す てが保留床のみからなる施設建築物の建築を施行者

に代わって の者（ 特定建築者 という。）に建築させる（この施設建築物を 特定施設建築物

という。）ことができる特 制度として 設された。 

その 、施行者の を し、都として都市再開発法に基づく事業を に推進させ

るため、民間活力の 的な活用を図る必要が生じた。都の制度改善要 等により、平成11年

度にさらに 法の改正が行われ、権利床を 施設建築物（す てが権利床のみからなるもの

を除く。）についても、特定建築者を活用することができるようになった（改正特定建築者制度）。

この場合、施行者は、 施設建築物の 地 しくは 地の一部を特定建築者に し、権

利床の整備費を特定建築者に うこととなる。 

本図では再開発ビルを「ビル」と 現

の
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本図では再開発ビルを「ビル」と 現
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まちづくりと連携した道路整備事業の 要

（ ）道路整備と一体的に進める 道まちづくり

事業は、都の都市計画道路の整備とあわせて 道開発を 進するため、地元のまちづくりの

を え、民間活力を活かしながら、地域住民の意向を したまちづくりを区と連携して進め

るもので、道路の整備にあわせた 道の 的な土地利用が 進できる事業である。 

木造住宅密集地域においては、建物の共 化などによる 道の不燃化を 進し、 の

成と 災 能の向上を図ることができる。 

都では平成1 年度から「道路整備と一体的に進める 道まちづくり」を新たな手法による事業と

して重点的に り んでおり、特に木造住宅密集地域での事業化に向 、地元意向調査を 施し、

地元 会を立ち上 、地区計画など 道のまちづくりについて 合いを進めている。 

平成1 年に東 地区、平成1 年に土 ・高 地区（平成2 年 ）、平成21年に 条地区 、

平成2 年に 条地区 の事業 可を し、事業に 手している。 

なお、 事業の 施にあたっては、街路事業立ち上 にお る、民間活力による 道開発を

するため、平成1 年に 土交通 が 設した「一体開発 発 街路事業」の を 、 道

関 者との調整、合意 成の 等を進めている。 

（ ）特定整備路線の整備

市街地の を し、 や 活動の空間ともなる、 災上の 果の高い主要な都市計画道

路の整備を推進している。そのため、路線を指定し、関 権利者に して、生活再建等のための特

の を行う新たな制度（特定整備路線）を 築することにより、都施行の都市計画道路の整備

を加 させている。 

平成2 年、 地区及び大山中 地区の事業 可を し、事業に 手した。 

（ ）まちづくり手法を活用した道路整備

道路整備に せた 道のまちづくりの 、さらには、外 状線の本線などの関連事業や地元

区が進める 周辺のまちづくり等とも連携しながら、 道路（「外 状線の 」の上

の計画区間 新 街道 通り間 ）について、 道整備街路事業の活用に向 た を推

進している。 


